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 近年、日本各地で異常気象だと言われており、地球温暖化の影響が出てきているのか

なと、考えている今日この頃。 
毎年、日本各地で土砂災害による被害が多数報告されています。 
さて、本県の状況はどうか？ 
 昭和２８年の門司災害・４８年早良災害・平成２年南部災害・平成１５年三郡災害な

どおおよそ１０年に１度の割合で大災害が発生しています。 
 砂防課は、このような土砂災害から住民の生命を守るため、日夜努力しています。 
＜福岡県土木部砂防課＞ 

位置：県庁６階南棟の一番端にあります。 
職員：課長以下１２名と砂防協会渡辺さんの計１３名の少人数の主管課です。 
業務：砂防事業に携わったことのない人のために、砂防課の事業その他を紹介します。 

まず、砂防課の事業は、ハード対策とソフト対策に別れます。 
・ ハード対策（土木工事） 

土砂災害防止対策のための法制度として、従来、砂防三法があります。１～３の事

業を実施しています。 
１， 砂防事業：砂防ダムや床止工、護岸工、山腹工など。（砂防法） 
２， 地すべり対策事業：水抜きボーリング、集水井、抑止杭工、アンカー工など。

（地すべり等防止法） 
３， 急傾斜地崩壊対策事業：法面工、法枠工、待ち受け擁壁工など。（急傾斜地法） 
・ ソフト対策（土木工事以外） 
１，情報基盤緊急整備事業：各事務所管内に雨量計を設置し情報を収集配信する機器整

備事業。（水位計は、河川課所管） 
２，相互通報整備事業：地元住民から土砂災害の前兆現象の情報を収集し警戒避難の役

にたてる機器の整備事業。 
３， 基礎調査事業：土砂災害のおそれのある区域を明示するための調査事業。（土

砂法） 
 

砂防課の業務は、以上のように（砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法・土砂災害

防止法）の４法律に基づく業務を担当５人で行っている課です。 
土木工事については、皆さん想像がつくかと思いますので、ソフト対策について、詳

細を説明したいと思います。 



 
情報基盤緊急整備事業：河川課と連携して行っている「土木総合防災システム整備」

として各土木事務所管内に雨量計・水位計の観測装置が設置してあり２４時間体制の観

測が行われています。雨量計の数は、福岡県内７０基を整備しています。（平成１８年

度概成予定。） 
これからの砂防事業は、ハード対策を実施しつつソフト対策の充実を図る必要がありま

す。 
その中でも土砂災害防止法を核とする、警戒避難体制の整備が重要視されています。 
 基礎調査事業：土砂災害防止法基づく（土砂災害が発生するおそれのある土地の区域

を明らかにし、その区域を法指定する。）調査事業。 
この法律は、土砂災害から国民の生命・身体を守るため、国民一人一人が土砂災害に

対して的確な判断をし、行動を取るために、行政は、専門的かつ技術的な事項について、

的確な情報提供をはじめとした手助けを行うとの考えに立っている法律です。 
 
① ハード対策を含まなく、警戒避難体制の整備等ソフト対策を推進するための法律で

す。 
② 被害を受ける区域に着目した法律です。 
③ 開発許可制度や建築確認制度とも連携した総合的な法律です。 
④ 行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」が相乗的に働くことを期待した法律

です。 
 
土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等では、警戒避難体制の整備（各市町村で整

備）が義務づけらています。 
その際の判断材料の一つになる「福岡県土砂災害警戒情報」が平成１９年３月１日より

運用開始になりました。 
この土砂災害警戒情報は、福岡管区気象台と砂防課が連携し発表する新しい情報です。 
梅雨の時期に皆さん耳にする機会が出てくると思います。情報には注意して下さい。 

 



 これからの災害対策は、いかに減災に取り組めるかが、キーワードとなります。 
そのためには、行政の「知らせる努力」と住民の「知る努力」が必要不可欠です。 
以上の様な、新しい取組を行っている砂防課で、仕事をしてみませんか？ 
よろしくお願いします。 
 
 
                           ＊土木部砂防課砂防係 


